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講義の目標

・障害者総合支援法および児童福祉法における相談

支援の位置づけと世田谷区の相談支援構造を理解する

⇒一般相談・基本相談・計画相談等の体系

・障害福祉サービス等の提供における相談支援専門

員とサービス管理責任者等の役割、両者の関係性

を理解する。

⇒『サービス等利用計画』と『個別支援計画』

・計画の連動と共同。

・相談支援で重要な視点



到達目標

・ 指定特定計画相談支援・指定一般相談支援・指定障害児相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準に基づく、相談支援専門員としての責

務及び業務（サービス等利用計画案等の作成、サービス担当者会議の

実施、サービス等利用計画等の作成、モニタリング）を理解し、適切で質

の高いサービス提供において重要な役割を担う立場であることを認識す

る。

・ 相談支援事業の成り立ち、相談支援の体系（自立支援給付、地域生活

支援事業）について理解する。



障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）

• 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支
援する

• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず
国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地
域社会づくり」を進める

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関

する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事

業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有

無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄

与することを目的とする。

障害者総合支援法
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（基本理念）

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害

の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

の理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場

所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が

確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の

人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のものの除去に資すること

を旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。
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＜法の対象となる「障害者」＞

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

②知的障害者福祉法にいう知的障害者

③精神障害者福祉法第5条に規定する精神障害者
（発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む）

④治療法が確定していない疾病その他の厚生労働大臣が定める特殊の疾病
により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者

なお、これらに該当する18歳未満の者は「障害児」として区分される。
④は、難病患者等が該当し、平成25年度から障害福祉サービスの対象となった。

＜障害児の範囲＞

法の対象となる「障害児」は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。そ
の範囲は、18歳未満の者であって上記の①～④と同様。

障害者総合支援法における障害者・障害児の定義
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・重度訪問介護

・行動援護
・生活介護

・居宅介護

・同行援護
・療養介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）
・計画相談支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・意思疎通支援 ・日常生活用具

・地域活動支援センター

・相談支援

・移動支援
・福祉ホーム

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第16項

第６条

第５条第22項

補装具 第５条第23項

第７７条第１項

等

第７８条

★自立支援医療のうち、精神
通院医療の実施主体は都道
府県及び指定都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助 第２８条第２項

訓練等給付

相談支援

障害者総合支援法の給付・事業

7







児童福祉法
※18歳未満が対象

障害者総合支援法(自立支援給付)
※18歳以上が対象

【障害児通所支援】
⚫ 児童発達支援
⚫ 医療型児童発達支援
⚫ 放課後デイサービス
⚫ 居宅訪問型児童発達支援
⚫ 保育所等訪問支援

【障害児入所支援】
⚫ 福祉型障害児入所支援
⚫ 医療型障害児入所支援

【介護給付】
⚫ 居宅介護(ホームヘルプ)
⚫ 重度訪問介護
⚫ 移動援護
⚫ 同行援護
⚫ 短期入所(ショートステイ)
⚫ 重度障害者等包括支援
⚫ 生活介護
⚫ 療養介護
⚫ 施設入所支援

【訓練等給付】
⚫ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
⚫ 宿泊型自立訓練
⚫ 自立生活援助
⚫ 就労移行支援
⚫ 就労定着支援
⚫ 就労継続支援(A型・B型)
⚫ 共同生活援助(グループホーム)



障害者総合支援法および児童福祉法における
相談支援事業の体系



障害者の相談支援（厚生労働省）

• 一般的な相談をしたい場合（一般相談・基本相談）

（障害者相談支援事業）

• 障害福祉サービス等の利用計画の作成（計画相談）

（計画相談支援・障害児相談支援）

• 地域生活への移行に向けた支援（地域相談）

（地域移行支援・地域定着支援）

• 一般住宅に入居して生活したい場合

（住宅入居等支援事業（居住サポート事業））

• 障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場

合（成年後見制度利用支援事業）



計画相談支援の種類
◼障害児支援利用計画を作成(児童福祉法)

◼サービス等利用計画を作成(自立支援給付)
✓福祉サービスをどのように利用していくかを共に考える

✓福祉サービスを利用する事で、実現したい生活や活動を共に考える

◼継続障害児支援利用援助(児童福祉法)

◼継続サービス利用支援(自立支援給付）
✓総称して、モニタリングという

✓作成した計画に沿って、サービスが提供されているか等を定期的に共有するモニタリ
ングを実施

✓モニタリングの結果、必要に応じてサービスの変更、調整も行う利用事業所との連携
を取り、統一した支援が行えるチームを作る

◼基本相談支援（児童福祉法/自立支援給付）
✓サービスに繋がった後、計画相談に準ずるものや、生活して行く上での困りごとにつ

いての相談等を受ける

✓金銭やその他制度に関する相談等、利用計画に反映できず、聞いて欲しいだけの相談
もある

セルフプラン（児童福祉法/自立支援給付）
✓上記の手続き(相談支援)を利用せずに福祉サービスを利用する際、ご本人又はご家族

が、福祉サービス利用の為の計画を作成をする方法



相談支援事業も根拠法によって対象が異
なる
◆相談支援事業者には・・・

→ 障害児相談支援事業者と特定相談支援事業者がある

◆障害児相談支援事業者は・・・

→ 児童福祉法に基づき、障害児(18歳未満)に相談支援
事業を行う

◆特定相談支援事業者は・・・

→ 障害者総合支援法(自立支援給付)に基づき、障害
者(18歳以上)に相談支援事業を行う

✓事業者によって、相談支援の対象が異なる場合があるの
で、相談・依頼の際には確認が必要



地域障害者

相談支援センター
ぽーと
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地域障害者

相談支援センター
ぽーと



世田谷区の相談支援の体制(障害)

・指定特定相談支援事業

サービス等利用計画

・指定特定障害児相談支援事業

障害児利用支援計画

・地域障害者相談支援事業

ぽーと（区の委託事業5エリアに1事業づつ配置）

・基幹相談支援事業

東京リハビリ―テーションセンター世田谷内、基幹相談支援セン
ター

・一般相談支援事業

地域移行・地域定着支援







令和４年度主任相談支援専門員養成研修
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世田谷区基幹相談支援センターの事業①

世田谷区基幹相談支援センターの業務

・基本支援

・地域障害者相談支援センター連絡会の開催

・相談支援事業所全体連絡会の開催

・障害者相談支援を担う人材の育成

・世田谷区自立支援協議会事務局業務
・専門的見地からの質の向上を目的とした検証業務

・世田谷区成年後見支援センターとの連携

・障害者虐待に関する関係機関との連携



人材育成

世田谷区相談支援従事者初任者研修

テーマ別研修

スキルアップ研修

計画相談アドバイザー事業
専門的見地からの質の向上を目的とした検証業務

モニタリング検証(計画相談質の向上委員会)

令和元年度主任相談支援専門員養成研修
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世田谷区基幹相談支援センターの事業②



一般相談支援・基本相談支援







計画相談支援



指定計画相談支援事業及び指定障害児相
談支援事業の対象者等について

１．対象者

○ 障害者総合支援法の計画相談支援の対象者

• 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児

• 地域相談支援を申請した障害者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自

立訓練（生活訓練）、自立生活援助、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援等の場合で、市町

村が必要と認めるとき求めるものとする。

○ 児童福祉法の障害児相談支援の対象者

• 障害児通所支援を申請した障害児

２．サービス内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下法） 第五条第二〇・二一項

○ 支給決定時（サービス利用支援・障害児支援利用援助）

• 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成。

• 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、サービス等利用計画・障害児支援計画の作成。

○ 支給決定後（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）

• 利用者本人等の心身の状況、置かれている環境、援助の方針や解決すべき課題、目標や達成時期等並

びに厚生労働省令で定める期間を勘案して市町村が決定した期間毎に、サービス等の利用状況の検証

を行い計画の見直しを行う（モニタリング）。

• サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。





計画相談支援を利用の流れ



私たちが目指す相談支援専門員の姿 ～障害当事者である本人の生活を支援するために～

[相談支援専門員の土台となるもの］

東京都相談支援従事者研修検討会作成 Ｖｅｒ．
７

・東京都における障害福祉の歴史
・本人が暮らす地域とその社会資源の理解
・本人を理解するための、障害についての知識
・ケアマネジメントプロセスの基本的理解
・法制度や福祉サービスの知識

知識

1）本人と信頼関係を構築できる
2）基本的な面接技術に習熟している
3) ニーズを的確に捉えることができる
4) わかりやすい計画を立案できる
5) サービス提供者や行政等と協働する力があ
     る（交渉・調整）
6) 個別支援で得た地域課題を協議会等のネット

ワークを通じて積極的に発信・共有できる
7) 地域で人々が交流し、育ち合う働きかけができ

る（ファシリテーション、スーパービジョン）

技術

「本人中心」  ：本人の思いや願いに寄り添い、
 本人中心の支援を行う

「社会モデル」  ：障害を社会の状況・環境との関
係の中で理解し、とらえる

「エンパワメント」: 本人が持っている力を信じる
「権利擁護」  ：人としての存在と尊厳を守り、

あらゆる人権を尊重する
「地域に根ざす」 ：フィールドとする東京都及び区

市町村の地域性の把握と、地域
福祉の向上に努め続ける

価値

相談支援と地域 東京という地
域

［東京都の研修のしくみ ～相談支援専門員もエンパワメントのプロセスをたどる～］

 【受講者が目指すもの】 相談支援に必要かつ専門的な知識と技術の獲得
   【 学     ぶ   こ   と    】 相談支援専門員として求められる最新の知識や専門的支援技

術等
専門コース別

主任

参考：「相談支援の質の向上に向けた検討会（厚生労働省科学研究）」「障害者（児）ケアマネジメントの過程における相談支援専門員等に求められる視点、行動（28.05.11東京都自立支援協議会）」「演習ノート」

主な担い手⇒指定特定相談支援事業

第1層：基本相談支援を基盤とし
た計画相談支援

主な担い手⇒市町村相談支援事業

第2層：一般的な相談支援

主な担い手⇒基幹相談支援センター、
地域（自立支援）協議会

第3層：地域における相談支援体
制の整備や社会資源の開発など

相談支援専門員は、
1）地域を出発点とし、地域の強みと課題を把握して、
ニーズに向き合う

2）利用者一人ひとりのニーズは地域のニーズと知っている
3）地域（自立支援）協議会を地域課題解決のツールとして活用する

商店街のイラスト

自分の地域
嬉しい表情の男性のイラスト（2段階）

東京都で活動する相談支援専門員の態度と姿勢は…
1）一人ひとりの「暮らし」を知るために、障害当事者の声を聴く
2）本人の思いや将来に向けた願いを受け止める
3）本人とともにあらゆる社会資源を活用し、創り出す
4）障害者ケアマネジメントの理念を具現化する役割を持つ
5）本人自身が力を発揮できるようエンパワメントを支援する
6）まだ出会っていない、支援を必要とする人々の存在を想像する
7）地域で人々が交流し、育ち合う中心になる

【ステップ５】運営管理

【ステップ４】地域づくり

【ステップ３】人材育成

【ステップ２】チームワーク、地域の活用

研修受講者に求められる力 【ステップ１】 本人中心の個別支援

初任者 現任 演習指導者養成

【受講者が目指すもの】
個別性を尊重した支援を
着実に実施できるように
なる。

【学ぶこと】
本人主体の理解とソー
シャルワーカーとしての
知識・価値と倫理・技術
の理解を一体的及び構造
的に学ぶ。

【受講者が目指すもの】
個別性への着眼点のみならず、
地域資源の開発・改善を担え
るようになる等、相談支援専
門員としての成長を図る。

【学ぶこと】
自身の地域での実践（個別支
援・チームでの支援・地域資
源の活用等）を振り返り、改
善点や解決策を探る。

【受講者が目指すもの】
相談支援従事者研修等の演習指
導者を担うことで、地域の中核
人材（主任相談支援専門員等）
を目指す準備をする。

【学ぶこと】
優れた実務者との（学習）交流
をとおして、演習指導に必要な
技術を
学ぶ。

【受講者が目指すもの】
地域の相談支援体制の質の確保を
図るべく、地域の中核人材として
指導的な役割を担えるようになる。

【学ぶこと】
運営管理・人材育成技術・地域援
助技術を学ぶ。

キーワード：

知る
活用する 育ちあう つくる

[国が考える地域や立場の違いによる
相談支援専門員の役割]

http://1.bp.blogspot.com/-yOHnnEwwgfI/Vt_t_KK9V_I/AAAAAAAA4rs/DQhIxzHsCOg/s800/shopping_syoutengai.png
http://1.bp.blogspot.com/-VdUdcR1nd3U/UxbLvdcXJOI/AAAAAAAAeDo/Gr4zx2j50SI/s800/happy_man2.png
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相談支援専門員とは？(東京都)

相談支援専門員は、

• 1）地域を出発点とし、地域の強みと課題を把握して、

• ニーズに向き合う

• 2）利用者一人ひとりのニーズは地域のニーズと知っている

• 3）地域（自立支援）協議会を地域課題解決のツールとして活用する

態度と姿勢

• 1）一人ひとりの「暮らし」を知るために、障害当事者の声を聴く

• 2）本人の思いや将来に向けた願いを受け止める

• 3）本人とともにあらゆる社会資源を活用し、創り出す

• 4）障害者ケアマネジメントの理念を具現化する役割を持つ

• 5）本人自身が力を発揮できるようエンパワメントを支援する

• 6）まだ出会っていない、支援を必要とする人々の存在を想像する

• 7）地域で人々が交流し、育ち合う中心になる

とされています。







継続サービス利用支援・継続障害児支援利用
援助のモニタリング期間





継続サービス利用支援・継続障害児支援利用
援助のモニタリング期間



モニタリング期間設定等の手続
特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）が、国が定める標準期間、勘案事項を
踏まえて、サービス等利用計画案に「モニタリング期間（毎月、３月ごと等）案」を記載。

利用者が、当該サービス等利用計画案を市町村に提出（併せて支給申請書、計画担当事業者の届出書
を提出）。市町村は、サービスの支給決定に併せ、計画相談支援給付費（障害児相談支援給付費を含
む。以下同じ。）の支給を通知。その際、 市町村は、「モニタリング期間（毎月、３月ごと等） 」
等を定め、対象者に通知。（受給者証にも記載。）モニタリング期間を変更（毎月 ３ヶ月等）する場
合には、市町村は、その都度、変更したモニタリング期間を利用者に通知。 （対象者に受給者証の提
出を求めモニタリング期間の記載を変更）。

※計画相談支援給付費の支給期間は、サービス等利用計画の作成月からサービスの最長の有効期間の
終期月を基本。

※モニタリング期間の設定に当たっては、モニタリング実施月の特定等のため、当該モニタリング期
間に係るモニタリングの開始月と終期月を設定。

・開始月サービスの有効期間の終期月にモニタリングを実施することとした上で、モニタリング期間
を踏まえて設定。

・終期月

原則、計画相談支援給付費の支給期間の終期月とする。ただし、毎月実施する者は原則最長１年以内
（新規又は変更により著しくサービス内容に変動があった者は３ヶ月以内を基本とする）。

※利用者が相談支援事業者の変更を希望する場合には、相談支援事業者の変更届出書及び受給者証を
市町村に提出。

市町村が受給者証の記載を変更し利用者に返還。

※対象者が不在である等によりやむを得ずモニタリング期間が予定月の「翌月」となった場合であっ
て、市町村が 認めた場合には算定が可能



サービス担当者会議
〇サービス担当者会議は、利用者の生活する場で行うのが基本

(1)サービス担当者の視点からは、それぞれの専門的立場から意見を述べ、原案を更によい
ものに

する機会

(2)利用者の視点からは、原案に対して実際にサービスを提供してくれる事業者との間で確
認ができる、共有の機会

(3)相談支援専門員の視点からは、利用者と実際にサービスを提供しているサービス担当者
から、現実的な情報が得られる機会以上のことから、サービス担当者会議は、サービス利
用における説明と同意（インフォームド・コンセント）のための仕掛けという位置づけと
して活用
(4)支援困難事例における支援者の箸休め的機能

解決はできなくても、関係者と状況を確認したり、心配事を確認するだけで支援者の安
心を得る事が出来る

〇サービス担当者会議の開催のタイミングは、常に利用者の解決すべき課題に即して開催
される

(1)当初の課題分析を実施しサービス利用計画の原案を作成する段階

※サービス担当者会議が開催できない場合は、サービス担当者へはＦＡＸや電話等で説明
や意見

交換を行うことでもよいが、記録にはその内容を記載しておくことが望ましい。

(2)サービス開始直後の初期モニタリング（ニーズとサービスのマッチングの観察、サービ
ス導入によるニーズの変化の観察、サービス間の適切な連携の観察）の段階

(3)継続モニタリング（ニーズとサービスの継続的な把握と分析）の段階



指定一般相談支援 （都指定事業）



１．対象者
（地域移行支援）

○ 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院、矯正施設等又は保護施設に入所している障害者
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。

○ 精神科病院（精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む）に入院している精神障害者

 → 長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる１年以上の入院者を中心に対象。
１年未満の入院者は、特に支援が必要な者（措置入院や医療保護入院から退院する者で住居の確保などの支援を必要とするも
の
や地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者など）を対象。

    ※ 地域移行支援の支給決定主体は、障害者支援施設等に入所する者と同様に、精神科病院を含め居住地特例を適用。  
（入院・ 入所前の居住地の市町村が支給決定）

（地域定着支援）
○ 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。
･ 居宅において単身で生活する障害者
･ 居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者

→  具体的な対象者のイメージは、施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者
等

→ グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。

※ 地域相談支援の給付決定に当たっては、障害支援区分認定調査に係る項目を調査（障害支援区分の認定は不要）
ただし、国庫補助事業支援対象者については調査を実施しないことも可。（更新時は調査が必須）

２．サービス内容

（地域移行支援）

 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与。

  →  「その他厚生労働省令で定める便宜」は、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等。

（地域定着支援）

 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与。

→ 「常時の連絡体制」については、携帯電話による体制によることも可。また、緊急の事態に対して速やかに駆けつけられる体制
を確保することが前提。

→  「その他の便宜」については、障害福祉サービス事業所等との連絡調整等の緊急時の各種支援。  

法

法

法

法

指定一般相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の基準
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施設・病院 地 域

地域定着支援
常時の連絡体制の確保等

地域移行支援
同行支援・入居支援等

退
院
・退
所
希
望
者

計画相談支援（指定特定相談支援事業者）

地域相談支援（指定一般相談支援事業者）

・モニタリン
グ

・サービス等
利用計画の
作成・見直し

・モニタリン
グ

・サービス等
利用計画の
見直し

モニ
タリ
ング

モニ
タリ
ング

モニ
タリ
ング

・・・

施設入所者及び入院患者の地域移行に係る支援のイメージ

○ 施設入所者は、一定期間ごとのモニタリングを通じて、地域移行支援に繋げる。

○ 精神科病院からの退院にあたって支援を要する者については、本人や精神科病院から市町村
や相談支援事業者に連絡し、地域移行支援に繋げる。

 ※ 入所施設や精神科病院における地域移行の取組と連携しつつ実施。

モニ
タリ
ング
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（単位：人）

H27.12 H28.12 H29.12 H30.12

グループ
ホームの体
験入居

介護サービス包括型
共同生活援助

1,080 1,173 1,355 1,042 

日中サービス支援型
共同生活援助

― ― ― 8 

外部サービス利用型
共同生活援助

110 113 115 73 

地域移行支
援

障害福祉サービスの体
験利用（1～5日目）

46 61 71 63 

障害福祉サービスの体
験利用（6～15日目）

― ― ― 19 

体験宿泊 26 30 40 33 

体験宿泊（夜間支援を
行う場合）

22 36 50 39 

自
宅

グループホ
ーム精神科病院等

障害福祉サービス事業所

入所施設
（生活介護等）

共同生活住居への入居を希望している
者が体験的な入居を行う場合の報酬
・介護サービス包括型：691単位～272単位
（障害支援区分別）

・日中サービス支援型：1,128単位～427単
位 （障害支援区分別）
・外部サービス利用型：272単位

連続30日以内かつ年50日以内

グループホーム
の体験入居

体験宿泊加算
常時の連絡・支援体制を確保した上で、
一人暮らしに向けた体験的な宿泊支
援を行った場合 １５日が上限
※障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者へ委託可
・300単位
・700単位（夜間支援を行う場
合）

地域移行支援
（体験宿泊）

体験宿泊
の場

地域移行支援
（体験利用）

障害福祉サービスの体験利用加算

地域移行支援事業者が障害福祉ｻｰ

ﾋﾞｽ事業者へ委託し、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ

の体験的な利用支援を行った場合 １

５日が上限

開始日～5日目 500単位

6日目～15日目 250単位

体験入居・体験宿泊・体験利用の利用実績の推移（国保連ﾃﾞｰ

ﾀ）

入所者が体験入
居・体験宿泊を行
う場合は、入院・
外泊時加算(Ⅰ)
（320～247単
位）を算定可能

施設入所者等の地域生活への移行を円滑に進めるためには、地域での生活に徐々に慣れていくことが重要であると考えられるこ
とから、入所・入院中の段階から宿泊等の地域生活の体験ができるようグループホーム等の体験入居や体験宿泊、障害福祉サービ
スの体験利用を促進。また、グループホームの体験入居については、家族と同居しながら自宅で生活する障害者も利用可能。

施設入所者等の地域生活の体験に関する仕組み

地域生活へ移
行

入所者が体験利用を行う
場合、障害福祉ｻｰﾋﾞｽの体
験利用時支援加算を算定
可能
開始日～5日目 500単位

6日目～15日目 250単位

グループホーム
の体験入居

地域生活支援拠点等の場合、
体験宿泊支援加算（120単
位）を算定可能

地域移行支援事業所

地域生活支援拠点
等の場合 ＋50単位

地域生活支援拠点
等の場合 ＋50単位

地域生活支援拠点
等の場合 ＋50単位











計画相談支援と個別支援計画の関係



相談支援専門員の視点

・家族の負担と、本人の安全危機

老障介護により、介護者の老化により、
家族への身体負担と、増加する家族介護
事故

・本人、家族への気付きを促す。

いままでの家族の背景を知る。支えて来
た家族の苦労、頑張り等。本人の思い

双方にとっての利点とこれからの人生へ



高齢の家族と共に暮らす

・長期ひきこもりによる、本人、家族の高
齢化

・8050問題とされる、高齢者のサービス不
利用における、家族の問題。在宅生活障害
問題

・障害当事者の高齢化

等

本人支援と家族支援の必要性とジレンマ

「本人と家族の思いの違い」

大事なのは本人の想い



家族が要介護者

・地域包括支援センター（あんすこ）

との連携

地域包括のアウトリーチで把握された、高
齢者の子供が引きこもり。地域包括でも子
供の状態に違和感を感じるが、何か分から
ないが、精神障害や、発達障害のような感
じがする。その子供が居る事で必要な高齢
者がサービスを拒否している。

その子供への支援をしないと家族共倒れへ
の危惧



引きこもりの家族を支える

・家族の同意を得て、本人への情報提供

本人が動き出す時に緩やかに支援を開始
する。

丁寧な関わりで家族にも、子供の支援者
がいる事を知って貰い、まずは安心を得
る。

家族には自分の事を優先する事が大事で
あることを伝えつつ、本人に圧を掛けな
いようにお願いをする。

家族の手を離れる事への支援



親子で介護保険年齢で子供が障害者

父99歳 娘72歳（二人とも在宅）
娘は脳性麻痺により四肢体幹機能障害1級
父は加齢による軽度認知症 要支援１
娘は重訪で24時間。介護保険移行しないで支
援
父は要介護１から要支援に…。娘の事業所で
総合事業を行っている事業所に娘のサービス
に入る前に1時間入って貰う。
二人の生活を二つの制度で支えている。
一人ではなく、家族全体をコーディネートす
る。



相談支援専門員と介護支援専門員の違い

相談支援専門員 介護支援専門員

しない 給付管理 する

１か月39名/１名  利用者上限 35名

開発及び改善 社会資源 既存の資源を利用

本人に必要なものの提供  サービス    介護度に合わせて単位の範囲

国の基準に合わせて  モニタリング   毎月

１か月～６か月の間

等々・・・







障害者権利条約

55





最後に
• エコマップ書けますか？

ジェノグラムは家族情報。

エコマップは関係性。

性別、年齢、同居・別居、死別等を図で書きます。

4
2

18 16
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16

8
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まとめ

・総合支援法と児童福祉法における相談支援の種類、役割

・世田谷区における相談支援の構造

・相談支援専門員としての基本姿勢

・計画作成時の視点

・エコマップ、ジェノグラムの書き方

演習でお会いできるのを楽しみにしています。
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